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ペ
ー
ジ

条　
　
　

例

〇
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

　

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の

　

施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
等
）　
　

一

条　
　
　

例

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
七
号

　
　
　

 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

　

（
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第 

一
条　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
（
平
成
十
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

 　

第
二
条
第
四
項
第
一
号
中
「
第
三
十
条
の
七
第
五
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
」
に
、「
他
の
都
道
府
県

知
事
（
同
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
情
報
処
理
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
指
定
情
報
処
理
機
関
）」
を
「
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
」
に
、「
本
人
確
認
情
報
」
を
「
機
構
保
存

本
人
確
認
情
報
（
同
法
第
七
条
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
個
人
番
号
（
以
下
「
個
人
番
号
」
と
い
う
。）
を
除
く
。）」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
三
十
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
」
に
、「
本
人
確
認
情
報
」

を
「
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
（
個
人
番
号
を
除
く
。）」
に
改
め
る
。

　

（
建
設
業
法
施
行
条
例
及
び
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第 

二
条　

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
第
三
十
条
の
七
第
五
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
」
に
、「
他
の
都

道
府
県
知
事
（
同
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
情
報
処
理
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
指
定
情
報
処
理
機
関
）」
を
「
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
」
に
、「
係
る
本
人
確
認
情
報
」
を

「
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
法
第
七
条
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
個
人
番
号
（
以
下
「
個
人
番
号
」
と
い

う
。）
を
除
く
。）」
に
、「
第
三
十
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
」
に
、「
当
該
本
人
確
認
情
報
」

を
「
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
（
個
人
番
号
を
除
く
。）」
に
改
め
る
。

　

一　

建
設
業
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項

　

二　

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
八
十
八
号
）
第
七
条
第
二
項

　

（
都
市
計
画
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

都
市
計
画
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

 　

第
二
条
第
三
項
中
「
第
三
十
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
」
に
、「
本
人
確
認
情
報
」
を
「
都

道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
法
第
七
条
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
除
く
。
第
十
六
条
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。）」
に
改
め
る
。

　

 　

第
十
六
条
第
三
項
中
「
第
三
十
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
」
に
、「
本
人
確
認
情
報
」
を
「
都

道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
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